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(57)【要約】
　本発明は通信サービスフォワーディングに関する。本
発明は車両、車両内に配置されて少なくとも一つの携帯
端末機と通信を実行する車両電子システムと、前記車両
内に位置して前記車両電子システムと通信して登録する
少なくとも一つの携帯端末機と、前記少なくとも一つの
携帯端末機に通信サービス接続をリクエストする送信端
末機と、前記少なくとも一つの携帯端末機が指定したフ
ォワーディング端末機と送信端末機の間の通信チャンネ
ル形成をサポートする移動通信システムと、を含み、前
記少なくとも一つの携帯端末機中で登録された携帯端末
機は前記車両電子システム登録によって車両モード操作
中の場合、前記送信端末機からの通信サービス接続リク
エストメッセージを入力信号により、或いは自動的にフ
ォワーディング端末機に指定された他の端末機にフォワ
ーディングすることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの携帯端末機が車両内に位置して車両電子システムに登録する過程と、
　前記車両電子システムに登録された携帯端末機に通信サービス接続リクエストメッセー
ジが伝達されると、前記登録された携帯端末機が受信された通信サービス接続リクエスト
メッセージを他の端末機にフォワーディングするフォワーディング過程と、を含むことを
特徴とする車両に基づく通信サービスフォワーディング方法。
【請求項２】
　前記登録された携帯端末機の前記車両電子システムへの登録に応じて車両モードに進入
する過程と、
　前記車両モード操作中の登録された携帯端末機が前記通信サービス接続リクエストメッ
セージを他の端末機にフォワーディングするために必要な識別情報をリクエストする過程
と、
　前記登録された携帯端末機が前記フォワーディングに必要な識別情報を収集する過程と
、
　前記車両電子システムが前記識別情報に基づいてフォワーディンググループ情報を生成
する過程;
　をさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載の車両に基づく通信サービスフォワー
ディング方法。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの携帯端末機が前記フォワーディンググループ情報を受信し、前記
登録された携帯端末機が前記通信サービス接続リクエストメッセージ受信時の前記フォワ
ーディンググループ情報を出力する過程と、
　前記登録された携帯端末機が入力信号によって前記フォワーディンググループ情報に含
まれた他の端末機をフォワーディング端末機と指定すると、前記登録された携帯端末機が
予め設定された情報によって前記フォワーディンググループ情報に含まれた他の端末機を
自動的にフォワーディング端末機と指定する過程と、をさらに含むことを特徴とする、請
求項２に記載の車両に基づく通信サービスフォワーディング方法。
【請求項４】
　前記フォワーディング過程は、
　前記登録された携帯端末機が前記フォワーディング端末機指定信号を前記車両電子シス
テムに提供する過程と、
　前記車両電子システムが前記フォワーディング端末機と指定された端末機にフォワーデ
ィングを受諾するか否かのメッセージを伝達する過程と、
　フォワーディング受諾によって前記フォワーディング端末機がフォワーディング受諾メ
ッセージを車両電子システムを通じて前記登録された携帯端末機へ伝達する過程と、
　前記登録された携帯端末機及び前記車両電子システムのうち少なくとも一つが通信サー
ビス接続のリクエストを他の端末機にフォワーディングしたことを通知するアラームメッ
セージを移動通信システムへ伝達する過程と、を含むことを特徴とする、請求項３に記載
の車両に基づく通信サービスフォワーディング方法。
【請求項５】
　前記移動通信システムが前記アラームメッセージを前記通信サービス接続をリクエスト
した送信端末機へ伝達し、前記送信端末機が前記アラームメッセージを出力する過程と、
　前記登録された携帯端末機、車両電子システム、フォワーディング端末機、移動通信シ
ステム及び通信サービス接続をリクエストした送信端末機を含む通信経路に基づいて通信
サービスをサポートする過程と、
　前記フォワーディング端末機、前記移動通信システム及び前記通信サービス接続をリク
エストした送信端末機を含む通信経路に基づいて通信サービスをサポートする過程と、う
ちの少なくとも一つの過程をさらに含むことを特徴とする、請求項４に記載の車両に基づ
く通信サービスフォワーディング方法。
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【請求項６】
　前記フォワーディンググループ情報を移動通信システムに提供する過程をさらに含み、
　前記フォワーディング過程は、
　前記移動通信システムが前記通信サービス接続リクエストメッセージをフォワーディン
ググループ情報に設定された自動フォワーディング端末機で自動伝達する過程を含むこと
を特徴とする、請求項２に記載の車両に基づく通信サービスフォワーディング方法。
【請求項７】
　前記移動通信システムが通信サービス接続リクエストメッセージが受信されたことを前
記登録された携帯端末機に通知する過程と、
　前記移動通信システムが通信サービス接続をリクエストした端末機に前記登録された携
帯端末機が車両モードであることを通知する過程と、
　前記移動通信システムが前記登録された携帯端末機で前記通信サービス接続リクエスト
メッセージを前記自動フォワーディング端末機へ伝達したことを通知する過程と、
　前記自動フォワーディング端末機及び前記通信サービス接続をリクエストした端末機の
通信サービス接続受諾時の前記移動通信システムが前記端末機の間の通信チャンネルを形
成する過程と、をさらに含むことを特徴とする、請求項６記載の車両に基づく通信サービ
スフォワーディング方法。
【請求項８】
　前記登録された携帯端末機が通信サービス接続リクエストメッセージ受信時の当該メッ
セージをフォワーディングする他の端末機の識別情報を含むフォワーディング設定情報を
生成する過程をさらに含み、
　前記フォワーディング過程は、
　前記登録された携帯端末機が前記通信サービス接続リクエストメッセージをフォワーデ
ィング設定情報に設定されたフォワーディング端末機で自動フォワーディングする過程と
、
　前記登録された携帯端末機が前記通信サービス接続リクエストメッセージ受信を通知し
て一定時間経過後の登録されたフォワーディング端末機指定のための入力信号受信がない
場合、前記通信サービス接続リクエストメッセージをフォワーディング設定情報に設定さ
れたフォワーディング端末機で自動フォワーディングする過程と、
　前記登録された携帯端末機が前記通信サービス接続リクエストメッセージ受信を通知し
て一定間経過前の登録されたフォワーディング端末機指定のための入力信号受信時の当該
の入力信号に対応するフォワーディング端末機に前記通信サービス接続リクエストメッセ
ージをフォワーディングする過程と、のうちのいずれか１つの過程を含むことを特徴とす
る、請求項１に記載の車両に基づく通信サービスフォワーディング方法。
【請求項９】
　前記登録された携帯端末機がフォワーディング過程後通信サービス接続リクエストメッ
セージ受信以前の画面へ復帰する過程と、
　前記登録された携帯端末機がフォワーディング過程後のフォワーディング端末機と通信
サービス接続をリクエストした端末機の間の通信終了時までフォワーディング中であるこ
とを示す画面を出力し、前記通信終了時移転画面へ復帰する過程と、
　前記通信サービス接続リクエストメッセージを受信したフォワーディング端末機がフォ
ワーディンググループ情報を出力する過程と、
　受信される入力信号によって指定された他のフォワーディング端末機に前記通信サービ
ス接続リクエストメッセージをさらにフォワーディングする過程と、のうち少なくとも一
つの過程をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の車両に基づく通信サービスフ
ォワーディング方法。
【請求項１０】
　車両と、
　車両内に配置されて少なくとも一つの携帯端末機と通信を実行する車両電子システムと
、
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　前記車両内に位置して前記車両電子システムと通信して登録する少なくとも一つの携帯
端末機と、
　前記少なくとも一つの携帯端末機に通信サービス接続をリクエストする送信端末機と、
　前記少なくとも一つの携帯端末機が指定したフォワーディング端末機と送信端末機の間
の通信チャンネル形成をサポートする移動通信システムと、を含むことを特徴とする、車
両に基づく通信サービスフォワーディングシステム。
【請求項１１】
　通信サービス機能サポートのための第１通信部と車両内で車両の電子システム登録に必
要な信号送受信をサポートする第２通信部と、
　前記車両電子システム登録のための信号送受信を制御し、前記第１通信部が通信サービ
ス接続リクエストメッセージを受信する場合、入力信号によって選択されたフォワーディ
ング端末機又は予め設定された自動フォワーディング端末機で前記通信サービス接続リク
エストメッセージをフォワーディングするように制御するコントローラーと、を含むこと
を特徴とする、車両に基づく通信サービスフォワーディングサポート端末機。
【請求項１２】
　前記第２通信部は、
　前記車両電子システム登録時の識別情報を提供し、前記車両電子システムから前記車両
内に位置した端末機の識別情報に基づいて生成されたフォワーディンググループ情報を受
信することを特徴とする、請求項１１に記載の車両に基づく通信サービスフォワーディン
グサポート端末機。
【請求項１３】
　前記通信サービス接続リクエストメッセージ受信時の前記通信サービス接続リクエスト
メッセージを自動的にフォワーディングするように選択される自動フォワーディング端末
機を設定したフォワーディング設定情報を記憶するメモリーをさらに含むことを特徴とす
る、請求項１２に記載の車両に基づく通信サービスフォワーディングサポート端末機。
【請求項１４】
　前記コントローラーは、
　前記通信サービス接続リクエストメッセージをフォワーディング設定情報に設定された
自動フォワーディング端末機で前記通信サービス接続リクエストメッセージを自動フォワ
ーディングするように制御したり、
　前記フォワーディンググループ情報出力後の別途のフォワーディング端末機選択無しに
一定時間が経過されると、前記自動フォワーディング端末機で前記通信サービス接続リク
エストメッセージをフォワーディングするように制御したり、
　前記フォワーディンググループ情報出力後の一定時間経過前に登録されたフォワーディ
ング端末機選択入力信号が発生すると、当該フォワーディング端末機で前記通信サービス
接続リクエストメッセージをフォワーディングするように制御することを特徴とする、請
求項１３に記載の車両に基づく通信サービスフォワーディングサポート端末機。
【請求項１５】
　前記通信サービス接続リクエストメッセージ受信時の通信サービス接続リクエストメッ
セージ受信及び前記フォワーディンググループ情報を含む画面と、
　前記フォワーディンググループ情報のうち一定時間経過後の自動的にフォワーディング
されるように設定された自動フォワーディング端末機情報を含む画面と、
　前記通信サービス接続リクエストメッセージフォワーディングによる通信サービスフォ
ワーディング中であることを指示する画面と、
　車両モード操作中であることを指示する画面と、
　前記通信サービス接続リクエストメッセージフォワーディング完了後の復帰される以前
画面と、
　前記通信サービス接続リクエストメッセージフォワーディング後のフォワーディング端
末機と通信サービス接続をリクエストした端末機の間に通話終了前まで出力される通信サ
ービスフォワーディング画面と、
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　前記通信サービス接続リクエストメッセージフォワーディング後のフォワーディング端
末機と通信サービス接続をリクエストした端末機の間に通話終了後の復帰される以前画面
と、
　うちの少なくとも一つの画面を出力する表示部をさらに含むことを特徴とする、請求項
1２に記載の車両に基づく通信サービスフォワーディングサポート端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信サービスフォワーディングに関し、特に車両に基づいて定義された一定
グループ内の少なくとも一つの端末機に通信サービス接続が発生すると、他の端末機で選
択的に又は自動的に通信サービスフォワーディングを実行するようにサポートする車両に
基づく通信サービスフォワーディング方法及びシステム、並びにこれをサポートする端末
機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末機は移動性に基づいて通話機能をサポートする端末機として、その利用の便利
性と携帯の容易性などによって非常に幅広い分野で用いられている。このような携帯端末
機はユーザ機能提供のために多様な入力方式を提供している。例えば、従来携帯端末機は
タッチパネルと表示部を含む表示部を提供することによってユーザが表示部に出力される
特定イメージを選択するために実行する動作をタッチパネルで処理することができる。さ
らに、前記携帯端末機は当該ユーザ動作によるタッチイベントを生成し、これに基づいて
ユーザ機能に対応するアプリケーションプログラムを制御している。
【０００３】
　一方、携帯端末機ユーザは車両運転を行うことができる。この際、ユーザは車両運転時
に運転に集中すべき安全運転を実行することができる。しかし、従来携帯端末機ユーザは
通話接続リクエストが発生する場合、車両の運転中にも通話を連結するから安全運転が邪
魔になり、いつでも車両事故発生が起きることができる環境にある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここに従来携帯端末機ユーザは、車両運転中に通話接続による運転邪魔を最小化するた
めにスピーカーフォンを用いたりイヤホンを用いている。しかし、車両運転中にスピーカ
ーフォン操作又はイヤホン操作をすることは運転にだけ集中することができる阻害要素の
大きい問題である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　従って、本発明の目的は車両内に位置した端末機の通信サービス接続を特定端末機にフ
ォワーディングできることによって、車両ドライバーが車両運転にだけ集中するようにサ
ポートする車両に基づく通信サービスフォワーディング方法及びシステム、並びにこれを
サポートする端末機を提供することにある。
【０００６】
　また、本発明の目的は車両内の特定人員が通信サービスを利用してもより安全な環境で
通信サービスを利用するようにサポートする車両に基づく通信サービスフォワーディング
方法及びシステム、並びにこれをサポートする端末機を提供することにある。
【０００７】
　上述したような目的を達成するための本発明の好ましい実施形態による車両に基づく通
信サービスフォワーディング方法は、少なくとも一つの携帯端末機が車両内に位置して車
両電子システムに登録する過程と、前記少なくとも一つの携帯端末機が登録によって車両
モードに進入する過程と、登録された携帯端末機に通信サービス接続リクエストメッセー
ジが伝達される過程と、前記登録された携帯端末機が受信された通信サービス接続リクエ
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ストメッセージを他の端末機にフォワーディングするフォワーディング過程と、を含むこ
とを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の他の実施形態によれば、本発明は車両と、車両内に配置されて少なくと
も一つの携帯端末機と通信を実行する車両電子システムと、前記車両内に位置して前記車
両電子システムと通信して登録する少なくとも一つの携帯端末機と、前記少なくとも一つ
の携帯端末機に通信サービス接続をリクエストする送信端末機と、前記少なくとも一つの
携帯端末機が指定したフォワーディング端末機と送信端末機の間の通信チャンネル形成を
サポートする移動通信システムと、を含み、前記少なくとも一つの携帯端末機のうち登録
された携帯端末機は前記車両電子システム登録によって車両モード操作中の場合、前記送
信端末機からの通信サービス接続リクエストメッセージを入力信号により、或いは自動的
にフォワーディング端末機に指定された他の端末機にフォワーディングすることを特徴と
する、車両に基づく通信サービスフォワーディングシステムの構成を開示する。
【０００９】
　また、 本発明の他の実施形態によれば、本発明は通信サービス機能サポートのための
第１通信部と車両内で車両の電子システム登録に必要な信号送受信をサポートする第２通
信部と、前記車両電子システム登録によって車両モード操作を制御し、前記第１通信部が
通信サービス接続リクエストメッセージを受信する場合、入力信号によって選択されたフ
ォワーディング端末機又は予め設定された自動フォワーディング端末機で前記通信サービ
ス接続リクエストメッセージをフォワーディングするように制御するコントローラーと、
を含むことを特徴とする、車両に基づく通信サービスフォワーディングサポート端末機の
構成を開示する。
【００１０】
　本発明の実施形態による車両に基づく通信サービスフォワーディング方法及びシステム
、並びにこれをサポートする端末機によれば、本発明はドライバーに通信サービス接続リ
クエストがある場合、特定人員が所持した端末機に通信サービスフォワーディングを実行
することによって安全運転を実行するようにサポートすることができる。
【００１１】
　　また、本発明はドライバー又は同乗人が通信サービスを実行してもより安全な時点に
通信サービスを利用するようにサポートすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態による車両に基づく通信サービスフォワーディングシステムの
構成を概略的に示す図面である。
【図２】図１に示した車両電子システムをより詳しく示す図面である。
【図３】図１に示した携帯端末機の構成をより詳しく示す図面である。
【図４】図３のコントローラー構成をより詳しく示す図面である。
【図５】本発明の通信サービスフォワーディング機能に係る画面インターフェースの一例
を示す図面である。
【図６】本発明の通信サービスフォワーディング機能に係る画面インターフェースの他の
例を示す図面である。
【図７】本発明の通信サービスフォワーディング機能サポートのための携帯端末機操作方
法を説明するための図面である。
【図８】本発明の一実施形態による通信サービスフォワーディング方法を説明するための
フローチャートである。
【図９】本発明の他の実施形態による通信サービスフォワーディング方法を説明するため
のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明による好ましい実施形態を添付した図面を参照して詳しく説明する。以下
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の説明では本発明の実施形態による動作を理解するのに必要な部分だけが説明され、その
以外、本発明の要旨を不明瞭にする部分の説明は省略されることに留意すべきである。
【００１４】
　後述する本明細書及び請求範囲に用いられた用語や単語は通常的や辞書的な意味に限定
して解釈されてはなく、 発明者はその自分の発明を最も最善の方法で説明するために用
語の概念で適切に定義することができるという原則に基づいて本発明の技術的思想に符合
する意味と概念に解釈されなければならない。従って、本明細書に記載した実施形態及び
図面に示した構成は本発明の最も好ましい実施形態に過ぎなく、本発明の技術的思想を全
部代弁するものではないので、本出願時点においてこれらを取り替えることができる多様
な均等物と変形例があり得ることを理解すべきである。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態による車両に基づく通信サービスフォワーディングのための
システム１０の構成を概念的に示す図面である。
【００１６】
　図１を参照すれば、本発明の通信サービスフォワーディングのためのシステム１０は、
車両２０１に設けた車両電子システム２００、 前記車両２０１に搭乗中の少なくとも一
つの携帯端末機１０１、１０２、１０３、前記携帯端末機１０１、１０２、１０３に通信
サービス接続をリクエストする送信端末機１０９及び移動通信システム３００の構成を含
むことができる。以下、説明では携帯端末機が車両２０１内に複数個が設けることを基準
で説明する。しかし、状況によって車両２０１内に一つの端末機だけが位置することもで
きる。
【００１７】
　このような構成を有する本発明の通信サービスフォワーディングのためのシステム１０
は、特定携帯端末機１０１、１０２、１０３が車両２０１内に進入する場合、車両電子シ
ステム２００に基づいて携帯端末機１０１、１０２、１０３と通信チャンネルを形成して
携帯端末機１０１、１０２、１０３を車両電子システム２００に登録するようにサポート
する。以後、特定携帯端末機、例えば第１携帯端末機１０１に通信サービス接続をリクエ
ストするメッセージが送信されると、前記第１携帯端末機１０１は選択的に又は自動的に
通信サービス接続リクエストメッセージを他の携帯端末機、例えば第２携帯端末機１０２
又は第３携帯端末機１０３にフォワーディングするようにサポートすることができる。こ
の際、第１携帯端末機１０１は同一車両２０１の車両電子システム２００に現在登録され
ている他の携帯端末機(１０２又は１０３)に通信サービス接続リクエストメッセージをフ
ォワーディングすることができる。通信サービス接続リクエストメッセージは送信端末機
１０９が第１携帯端末機１０１に音声通話をリクエストするメッセージ、画像通話をリク
エストするメッセージ、短文又はマルチメディアメッセージを送信するメッセージ、電子
メールやＳＮＳメッセージを送信するメッセージのうちで少なくとも一つを含むことがで
きる。
【００１８】
　一方、第１携帯端末機１０１はユーザリクエストに応じて車両２０１外に位置した特定
端末機に前記通信サービス接続リクエストメッセージをフォワーディングするようにサポ
ートすることもできる。これを通じて本発明の通信サービスフォワーディングのためのシ
ステム１０は第１携帯端末機１０１を所持のユーザが車両２０１の運転中に運転に集中す
るようにすることでより安全な環境での運転になるようにサポートする。また、本発明の
通信サービスフォワーディングのためのシステム１０は第１携帯端末機１０１へ伝達され
た通信サービス接続リクエストメッセージを他の携帯端末機(１０２又は１０３)へ伝達す
ることによって他の携帯端末機(１０２又は１０３)を所持した人員が当該通信サービスを
利用するようにして必要な連絡を逃さないようにサポートすることができる。これのため
に前記車両電子システム２００は一定範囲、例えば車両２０１内に乗る人員が所有した少
なくとも一つの携帯端末機１０１、１０２、１０３を認識することができる通信手段を設
けることができる。
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【００１９】
　これによって車両電子システム２００は少なくとも一つの携帯端末機１０１、１０２、
１０３が車両２０１内に進入する場合、当該携帯端末機１０１、１０２、１０３を認識し
て登録し、登録された携帯端末機１０１、１０２、１０３の間の通信サービスフォワーデ
ィングをサポートすることができる。また車両電子システム２００は車両２０１内の進入
した少なくとも一つの携帯端末機からフォワーディング設定情報を受信し、受信されたフ
ォワーディング設定情報に基づいて受信された通信サービス接続リクエストメッセージを
他の携帯端末機にフォワーディングするようにサポートすることもできる。上述した機能
サポートのための車両電子システム２００の詳細構成を図２を参照してより詳しく後述す
る。
【００２０】
　前記移動通信システム３００は前記携帯端末機１０１、１０２、１０３と送信端末機１
０９の間の移動通信サービスチャンネルを形成することができる。また移動通信システム
３００は車両電子システム２００と通信サービスチャンネルを形成し、本発明の通信サー
ビスフォワーディング機能サポートに必要な信号送受信をサポートすることができる。こ
のような移動通信システム３００は携帯端末機と送信端末機１０９の間の通信サービスサ
ポートのために２Ｇネットワーク装置、３Ｇネットワーク装置、４Ｇネットワーク装置の
うちで少なくとも一つを含むことができる。また移動通信システム３００は、上述したネ
ットワーク装置を設けて車両電子システム２００と通信することができ、必要によって車
両電子システム２００、携帯端末機１０１、１０２、１０３及び送信端末機１０９の間の
通信チャンネル形成をサポートすることができる。
【００２１】
　前記携帯端末機１０１、１０２、１０３は、所持したユーザの動作によって車両２０１
内に位置したり、或いは車両２０１外に位置することができる。特に携帯端末機１０１、
１０２、１０３は車両２０１ドライバーが所持した第１携帯端末機１０１、ドライバーと
共に乗った他の人員が所有した第２携帯端末機１０２及び第３携帯端末機１０３に区分さ
れることができる。ここで第１携帯端末機１０１は送信端末機１０９が通信サービス接続
リクエストメッセージを最初送信する端末機と定義し、第２携帯端末機１０２及び第３携
帯端末機１０３のうち少なくとも一つは第１携帯端末機１０１がフォワーディングする通
信サービス接続リクエストメッセージが伝達される端末機で定義する。第１携帯端末機１
０１は車両２０１搭乗時、或いは送信端末機１０９が通信サービス接続リクエストメッセ
ージ送信時にフォワーディンググループ情報を出力することができ、これによって第１携
帯端末機１０１ユーザは通信サービス接続リクエストメッセージをフォワーディングする
特定端末機を選択することができる。又は第１携帯端末機１０１はユーザ設定によって別
途の選択信号の受信無しにフォワーディング設定情報に基づいてフォワーディンググルー
プ情報に属する第２携帯端末機１０２又は第３携帯端末機１０３のうちのいずれか一つに
自動的に通信サービスフォワーディングを実行することができる。追加で第１携帯端末機
１０１はフォワーディング設定情報によって車両２０１内に存在しない特定携帯端末機に
前記通信サービスフォワーディングを実行するように制御することもできる。このような
携帯端末機１０１、１０２、１０３は３個の端末機が車両２０１内に配置されることで説
明するが本発明がここに限定されるものではない。即ち、前記携帯端末機１０１、１０２
、１０３は車両２０１内に一つの端末機だけが存在することもでき、より多い個数の端末
機が存在することもできるでしょう。一つの端末機だけが存在する場合、第１携帯端末機
１０１はフォワーディング設定情報によって予め設定された他の携帯端末機に上述した通
信サービスフォワーディングを実行するように制御することができる。
【００２２】
　前記送信端末機１０９は、前記携帯端末機１０１、１０２、１０３のうちのいずれか一
つの端末機に通信サービス接続リクエストメッセージを送信する端末機である。このよう
な送信端末機１０９は前記携帯端末機１０１、１０２、１０３のうち少なくとも一つに通
話接続リクエストメッセージを送信したり、短文又はマルチメディアメッセージを送信し
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たり、電子メール又はＳＮＳメッセージのうち少なくとも一つを含む通信サービス接続リ
クエストメッセージを送信することができる。前記送信端末機１０９が生成した通信サー
ビス接続リクエストメッセージは移動通信システム３００を通じて特定携帯端末機、例え
ば第１携帯端末機１０１へ伝達することができ、第１携帯端末機１０１設定によって第２
携帯端末機１０２又は第３携帯端末機１０３にフォワーディングされることができる。こ
の際、送信端末機１０９は移動通信システム３００サポート及び車両電子システム２００
サポート、携帯端末機１０１、１０２、１０３をサポートするか否かによって通信サービ
スフォワーディング機能実行中なのを指示するメッセージを返信することができる。これ
によって送信端末機１０９は自分が送信した通信サービス接続リクエストメッセージがフ
ォワーディングされていることをユーザに通知することができ、返信情報によってフォワ
ーディングされる端末機情報を受信して出力することができる。
【００２３】
　上述したように、本発明の実施形態による通信サービスフォワーディングのためのシス
テム１０は携帯端末機を所持したユーザが車両２０１搭乗によって車両モード操作中の場
合、受信される通信サービス接続リクエストメッセージをユーザ制御により、或いは自動
的に他の携帯端末機にフォワーディングするようにサポートすることができる。これによ
って本発明の通信サービスフォワーディングのためのシステム１０は、携帯端末機を所持
したユーザが車両２０１の運転中の場合、運転に集中することができる環境を提供するこ
とによってより安全な運行になることができるようにサポートして車両事故や人名事故な
どを予め防止するようにサポートする。
【００２４】
　一方、本発明の通信サービスフォワーディングのためのシステム１０は、通信サービス
フォワーディング過程で通信サービスフォワーディングされていることを送信端末機１０
９に通知することによって送信端末機１０９が通信サービスフォワーディング状況に対し
て認知した状態で通信サービスを操作するようにサポートすることができる。この際、通
信サービスフォワーディングのうち、或いはフォワーディング完了を示したアラームメッ
セージは通信サービスフォワーディングを指示した第１携帯端末機１０１及び車両電子シ
ステム２００のうち少なくとも一つになることができる。この過程で第１携帯端末機１０
１及び車両電子システム２００のうち少なくとも一つは第１携帯端末機１０１が車両モー
ド操作中なのを示す情報とフォワーディンググループ情報を送信端末機１０９に送信する
と共にフォワーディング端末機として選択した端末機、例えば第２携帯端末機１０２を指
示する情報を共に送信することができる。すると、送信端末機１０９は第１携帯端末機１
０１が車両２０１運転中であり、これによって第２携帯端末機１０２で通信サービスフォ
ワーディングを実行したことを認知した状態で通信サービスを操作することができる。
【００２５】
　又は、第１携帯端末機１０１は車両モード操作中なのを示す情報と第１携帯端末機１０
１がフォワーディング端末機として指定した情報を有するフォワーディング設定情報、例
えば第２携帯端末機１０２を自動フォワーディング端末機と指定した情報を送信端末機１
０９へ伝達することができる。これと共に第１携帯端末機１０１は送信端末機１０９から
通信サービス接続リクエストを受信する場合、当該接続リクエストメッセージを自動的に
第２携帯端末機１０２にフォワーディングするように制御することができる。この際、第
１携帯端末機１０１は通信サービス接続リクエストメッセージ受信と、第２携帯端末機１
０２の自動フォワーディングを通知するメッセージを表示部に出力することができる。こ
の際、第２携帯端末機１０２は車両２０１内に位置した端末機になることができ、また車
両２０１外の別途の場所に位置した端末機になることができる。
【００２６】
　図２は、本発明の車両電子システム２００の構成をより詳しく示す図面である。
【００２７】
　図２を参照すれば、本発明の車両電子システム２００は車両通信部２１０、車両入力部
２２０、車両メモリー２５０及び車両コントローラー２６０の構成を含むことができる。
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【００２８】
　このような車両電子システム２００は、車両通信部２１０に基づいて車両２０１内に位
置した少なくとも一つの携帯端末機１０１、１０２、１０３を認識して携帯端末機１０１
、１０２、１０３の認識に応じて通信サービスフォワーディンググループを生成すること
ができる。すると、携帯端末機１０１、１０２、１０３のうち少なくとも一つは車両電子
システム２００からフォワーディンググループ情報を受信し、これに基づいて受信される
通信サービス接続リクエストメッセージを他の携帯端末機にフォワーディングするように
サポートすることができる。
【００２９】
　前記車両通信部２１０は、上述したように携帯端末機１０１、１０２、１０３を認識し
、通信サービスフォワーディンググループ生成のために携帯端末機１０１、１０２、１０
３の登録に必要な情報の送受信をサポートする。これのために車両通信部２１０は電源が
供給されると、一定周期に周辺に携帯端末機１０１、１０２、１０３が存在するかどうか
を探索するためのメッセージ放送を実行することができる。このような車両通信部２１０
は携帯端末機１０１、１０２、１０３と通信することができる通信モジュール、例えば、
ＺｉｇＢｅｅ、Ｚ－Ｗａｖｅ、Ethernet（登録商標）、ＷｉＦｉモジュール、又はBlueto
oth（登録商標）モジュールのうち少なくとも一つを含み、これを含む携帯端末機１０１
、１０２、１０３と通信チャンネルを形成することができる。このような車両通信部２１
０は車両２０１に装着されたバッテリーを用いて携帯端末機１０１、１０２、１０３を認
識することができる基地局役目又はＡＰ役目を実行することができ、携帯端末機１０１、
１０２、１０３が認識されると、自動的に又は認証過程を行って当該携帯端末機１０１、
１０２、１０３の識別情報を収集する。収集された識別情報は車両コントローラー２６０
へ伝達することができる。ここで識別情報は各携帯端末機１０１、１０２、１０３を区分
することができる情報として携帯端末機１０１、１０２、１０３の電話番号、ＩＤ、名前
、写真など多様な情報を含んでもよい。上述した各携帯端末機１０１、１０２、１０３の
識別情報はフォワーディンググループ情報の各項目に登録されることができる。
【００３０】
　前記車両入力部２２０は、車両電子システム２００制御に必要な入力信号を生成する構
成である。このような車両入力部２２０は、車両電子システム２００に電源供給のための
入力信号、車両通信部２１０活性化のための入力信号などを搭乗者制御によって生成する
ことができる。また、車両入力部２２０はフォワーディング設定情報を受動で入力するた
めの入力信号、識別情報を受動で入力するための入力信号などを搭乗者制御によって生成
することができる。生成された入力信号は車両コントローラー２６０へ伝達されて本発明
の通信サービスフォワーディングのための命令語に変換されることができる。
【００３１】
　前記車両メモリー２５０は、車両電子システム２００操作に必要な操作体制及び車両運
行に必要な多様なアプリケーションプログラムを記憶する。特に、車両メモリー２５０は
、車両電子システム２００に登録した携帯端末機１０１、１０２、１０３の識別情報で構
成されたフォワーディンググループ情報２５１を記憶する。フォワーディンググループ情
報２５１は車両電子システム２００の車両通信部２１０と通信を実行した携帯端末機１０
１、１０２、１０３のうち登録を実行した端末機の識別情報で構成されることができる。
このようなフォワーディンググループ情報２５１は前記携帯端末機１０１、１０２、１０
３に送信されることができる。
【００３２】
　前記車両コントローラー２６０は、搭乗者制御によって車両電子システム２００活性化
を制御し、本発明の通信サービスフォワーディング機能サポートに必要な多様な信号流れ
制御を実行することができる。例えば、車両コントローラー２６０は車両２０１内に位置
した携帯端末機１０１、１０２、１０３を認識するための車両通信部２１０の制御、認識
された端末機の識別情報収集制御、収集された識別情報に基づいてフォワーディンググル
ープ情報２５１生成制御、生成されたフォワーディンググループ情報２５１分配制御、特
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定携帯端末機、例えば第１携帯端末機１０１が通信サービス接続リクエストメッセージを
受信する場合、通信サービスフォワーディングのための信号流れ制御を実行することがで
きる。
【００３３】
　これをより詳しく説明すると、先ず車両コントローラー２６０は搭乗者、例えばドライ
バーが周辺携帯端末機１０１、１０２、１０３認識のための入力信号を生成したり又は自
動的に周辺携帯端末機１０１、１０２、１０３を認識するように設定された場合、車両通
信部２１０を制御して周辺携帯端末機１０１、１０２、１０３を認識するためのメッセー
ジ放送を実行することができる。さらに、車両コントローラー２６０は当該メッセージ放
送に応答した携帯端末機１０１、１０２、１０３から携帯端末機１０１、１０２、１０３
の識別情報を収集する。ここで識別情報は当該携帯端末機の電話番号情報、フォンブック
情報、写真情報などになることができる。ここで前記識別情報は電話番号のみを含むこと
ができ、搭乗者が名前情報や写真情報で別に入力することができる。又は車両コントロー
ラー２６０は各携帯端末機１０１、１０２、１０３に電話番号やイメージなど多様な情報
を含む識別情報をリクエストすることができ、携帯端末機１０１、１０２、１０３から当
該識別情報を受信することができる。
【００３４】
　識別情報収集が完了されると、車両コントローラー２６０は携帯端末機１０１、１０２
、１０３の識別情報に基づいてフォワーディンググループ情報２５１を生成することがで
きる。この過程で車両コントローラー２６０は特定携帯端末機、例えば第１携帯端末機１
０１をドライバー端末機と登録し、第２携帯端末機１０２及び第３携帯端末機１０３を同
乗者端末機と登録することができる。これのために車両コントローラー２６０は通信過程
における送受信信号の強度を基準でドライバー端末機登録を実行することができる。又は
搭乗者が車両入力部２２０を制御して特定識別情報に該当する端末機をドライバー端末機
である第１携帯端末機１０１と登録することができる。
【００３５】
　フォワーディンググループ情報２５１生成が完了されると、車両コントローラー２６０
は当該フォワーディンググループ情報２５１を第１携帯端末機１０１に送信することがで
きる。又は車両コントローラー２６０は前記フォワーディンググループ情報２５１を第１
乃至第３携帯端末機１０１、１０２、１０３に全て送信することができる。又は車両コン
トローラー２６０はフォワーディンググループ情報２５１をリクエストする携帯端末機に
だけ提供することもできる。
【００３６】
　通信サービスフォワーディング機能が活性化されると、即ち、通信サービス接続リクエ
ストメッセージが特定携帯端末機へ伝達されると、当該携帯端末機は車両コントローラー
２６０にフォワーディンググループ情報２５１をリクエストすることができる。すると、
車両コントローラー２６０は当該携帯端末機にフォワーディンググループ情報２５１を提
供することができる。ここで車両コントローラー２６０が前述したように事前にフォワー
ディンググループ情報２５１を携帯端末機１０１、１０２、１０３に提供した場合、別途
のフォワーディンググループ情報２５１過程は省略されることができる。以後通信サービ
ス接続リクエストメッセージを受信した携帯端末機がフォワーディング機能を選択した場
合、車両コントローラー２６０は当該携帯端末機の通信サービス機能をフォワーディング
機能に選択された携帯端末機で実行されるように制御することができる。
【００３７】
　例えば、送信端末機１０９がフォワーディンググループ情報２５１を受信しない第１携
帯端末機１０１に通信サービス接続リクエストメッセージを送信すると、車両コントロー
ラー２６０は第１携帯端末機１０１にフォワーディンググループ情報２５１を提供するこ
とができる。さらに、第１携帯端末機１０１が第２携帯端末機１０２をフォワーディング
選択端末機と指定すると、第２携帯端末機１０２に通信サービス接続リクエストメッセー
ジをフォワーディングすることができる。第２携帯端末機１０２は車両電子システム２０
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０から通信サービス接続リクエストメッセージ受信時にこれを出力し、ユーザ許諾によっ
て通信サービス機能を送信端末機１０９と実行することができる。この過程で車両コント
ローラー２６０は送信端末機１０９、移動通信システム３００、第１携帯端末機１０１、
車両通信部２１０、第２携帯端末機１０２を含む通信サービス通路に基づいて通信サービ
スがフォワーディングされるようにサポートすることができる。又は第１携帯端末機１０
１のフォワーディング選択端末機情報を移動通信システム３００に提供した場合、送信端
末機１０９、移動通信システム３００、第２携帯端末機１０２を含む通信サービス通路に
基づいて通信サービスが実行されるようにサポートすることができる。多様な通信サービ
ス通路に対しては後述する図面を参照してより詳しく説明する。
【００３８】
　図３は、本発明の実施形態による携帯端末機１０１、１０２、１０３のうちの何れか一
つの端末機構成をより詳しく示す図面である。前述した図１に説明した携帯端末機１０１
、１０２、１０３はあらゆる類似の構成を持つ端末機になることができ、これによって後
述する携帯端末機１０１、１０２、１０３を図面番号１００を割り当てて一つの携帯端末
機構成を基準で説明する。さらに、以下の説明ではフォワーディング機能説明のために通
信サービス接続リクエストメッセージを受信する端末機を第１携帯端末機１０１で、フォ
ワーディング選択端末機を第２携帯端末機１０２に区分して説明する。しかし、このよう
な区分は通信サービスフォワーディング機能を説明するためのことで本発明を限定するも
のではない。即ち、車両２０１内の位置したどんな端末機でも搭乗者の設定又はドライバ
ーの設定によって通信サービスフォワーディング機能を実行する端末機になることができ
、設定によって車両２０１内に位置しない特定端末機が第１携帯端末機１０１のフォワー
ディング選択端末機で動作することもできる。
【００３９】
　図３を参照すれば、本発明の携帯端末機１００は第１通信部１１０、第２通信部１７０
、入力部１２０、オーディオ処理部１３０、表示部１４０、メモリー１５０及びコントロ
ーラー１６０の構成を含むことができる。ここで前記携帯端末機１００は、２つの通信部
を含むことで説明するが本発明がここに限定されるものではない。即ち、前記第１通信部
１１０及び第２通信部１７０は一つの通信モジュール、例えば３Ｇ、４Ｇサポート通信モ
ジュールで構成されることができ、これによって前記携帯端末機１００は一つの通信モジ
ュールに基づいて車両電子システム２００と移動通信システム３００との通信を実行する
ことができる。従って、以下説明で第１通信部１１０及び第２通信部１７０はそれぞれ通
信を実行する主体を区分するためのことに理解されることができ、これによって本発明の
携帯端末機１００は一つの通信モジュールでも操作可能であり、さらに複数個の通信モジ
ュールに基づいて操作可能であろう。さらに、本発明の携帯端末機１００は入力信号生成
を実行する入力手段として入力部１２０とタッチ機能サポートの表示部１４０を含むこと
ができる。
【００４０】
　前記第１通信部１１０は、移動通信システム３００と通信チャンネルを形成することが
できる通信モジュールで構成されることができる。このような第１通信部１１０は音声通
話のための通信チャンネル形成及び画像通話のための通信チャンネル形成、画像やメッセ
ージなどのデータ送信のための通信チャンネル形成などをコントローラー１６０の制御下
に実行する。即ち、第１通信部１１０は音声通話チャンネル、データ通信チャンネル及び
画像通話チャンネルを移動通信システム３００の間に形成する。特に本発明の第１携帯端
末機１０１の第１通信部１１０は送信端末機１０９の通信サービス接続リクエストメッセ
ージを受信してコントローラー１６０へ伝達することができ、コントローラー１６０制御
によって送信端末機１０９から受信された通信サービス関連データを第２通信部１７０へ
伝達することができる。さらに、第１携帯端末機１０１の第１通信部１１０は第２通信部
１７０が受信した通信サービス関連データを移動通信システム３００を通じて送信端末機
１０９へ伝達することができる。
【００４１】
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　第２携帯端末機１０２の第１通信部１１０は、システム設計方式に応じて第１携帯端末
機１０１から通信サービスフォワーディングが完了した以後に移動通信システム３００を
通じて送信端末機１０９と直接的に通信チャンネルを形成することができる。これのため
に第２携帯端末機１０２の第１通信部１１０は第１携帯端末機１０１の通信サービスフォ
ワーディングが実行されると同乗者制御により、或いは自動的に活性化されることができ
る。
【００４２】
　前記第２通信部１７０は、車両電子システム２００に含まれた車両通信部２１０と通信
チャンネルを形成することができる通信モジュールで構成されることができる。これによ
って車両通信部２１０が近距離通信モジュールで構成される場合、第２通信部１７０も車
両通信部２１０と互換可能な近距離通信モジュールで構成されることができる。携帯端末
機１００は第２通信部１７０に基づいて車両電子システム２００と通信チャンネルを形成
してフォワーディンググループ情報２５１生成のための識別情報を車両電子システム２０
０に提供することができる。
【００４３】
　特に、第１携帯端末機１０１の第２通信部１７０は送信端末機１０９から受信した通信
サービス接続リクエストメッセージをユーザ制御に応じて車両通信部２１０を通じて第２
携帯端末機１０２の第２通信部１７０へ伝達することができる。第２携帯端末機１０２の
第２通信部１７０は通信サービス接続リクエストメッセージを受信し、これをコントロー
ラー１６０へ伝達して第１携帯端末機１０１からフォワーディングされたことを通知する
ことができる。第２携帯端末機１０２のユーザがフォワーディングを受諾する場合、第２
携帯端末機１０２はこれを第１携帯端末機１０１へ伝達し、送信端末機１０９、第１携帯
端末機１０１の第１通信部１１０、第１携帯端末機１０１の第２通信部１７０、車両通信
部２１０及び第２通信部１７０を含む通信サービス通路に基づいて送信端末機１０９と通
信サービスを実行することができる。この際、第２携帯端末機１０２は第１通信部１１０
を操作して第１携帯端末機１０１と車両通信部２１０を排除して送信端末機１０９と直接
的に通信を実行することができる。
【００４４】
　前記入力部１２０は、携帯端末機１００操作に必要な多様な入力信号をユーザ制御によ
って生成する構成である。前記入力部１２０は数字又は文字情報が入力されて各種機能を
設定するための多数の入力キー及び機能キーを含む。前記機能キーは特定機能を実行する
ように設定された方向キー、サイドキー及びショートカットキーなどを含むことができる
。また、前記入力部１２０はユーザ設定及び携帯端末機１００の機能制御に係るキー信号
を生成して前記コントローラー１６０へ伝達する。このような入力部１２０は多数個のキ
ーを含むクワーティーパッド、３*４キーパッド、４*３キーパッドなどに具現されること
ができる。また、前記入力部１２０は表示部１４０上に出力されるクワーティーキーマッ
プ、３*４キーマップ、４*３キーマップ、メニューマップ、制御キーマップなどに具現さ
れてもよい。さらに、入力部１２０は前記携帯端末機１００の表示部１４０がフルタッチ
スクリーン形態にサポートされる場合、前記携帯端末機１００のケース側面に形成される
サイドキーのみを含むこともできる。前記入力部１２０は車両モード自動操作又は車両モ
ード解除操作を設定するための入力信号を生成してコントローラー１６０へ伝達すること
ができる。特に第１携帯端末機１０１の入力部１２０は通信サービス接続リクエストメッ
セージ受信時、第２携帯端末機１０２へ当該メッセージをフォワーディングするようにリ
クエストする入力信号を生成することができる。第２携帯端末機１０２の入力部１２０は
通信サービス接続リクエストメッセージフォワーディング受信時のユーザ制御によってフ
ォワーディングを受諾する入力信号を生成することができ、又は他の携帯端末機、例えば
第３携帯端末機１０３にフォワーディングされたメッセージをさらにフォワーディングす
るように制御する入力信号を生成することができる。　
【００４５】
　前記オーディオ処理部１３０は、携帯端末機１００の操作に必要な多様なオーディオデ
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ータを出力する構成であり、携帯端末機１００の通話機能サポートのためにオーディオデ
ータを収集する機能をサポートする。これのためにオーディオ処理部１３０は、オーディ
オデータ出力のためのスピーカー(ＳＰＫ)と、オーディオデータ収集のためのマイク(ＭI
Ｃ)を含むことができる。特に本発明のオーディオ処理部１３０は、携帯端末機１００が
車両通信部２１０に登録されて車両モード実行を通知するオーディオデータ、車両モード
実行中の送信端末機１０９から通信サービス接続リクエストメッセージ受信時のメッセー
ジ受信を通知するオーディオデータ、メッセージフォワーディング発生時のこれを通知す
るオーディオデータ、フォワーディング機能受諾を通知するオーディオデータなどに対応
する多様な効果音や案内音をスピーカー(ＳＰＫ)を通じて出力することができる。ここで
オーディオ処理部１３０は当該効果音や案内音出力をユーザ設定によって省略することも
できる。一方、上述したオーディオデータ出力は振動機能で取り替えられることもできる
。
【００４６】
前記携帯端末機１００がタッチスクリーンで構成される場合、前記表示部１４０は表示パ
ネルとタッチパネルを含むことができる。このような表示部１４０は表示パネル前面にタ
ッチパネルが配置される構造を持つことができる。
【００４７】
前記表示パネルは携帯端末機１００の各種メニューを含めてユーザが入力した情報又はユ
ーザに提供する情報を表示する。即ち、表示パネルは携帯端末機１００の利用による多様
な画面、例えば、待機画面、メニュー画面、メッセージ作成画面、通話画面などを提供す
ることができる。このような表示パネルは液晶表示装置(Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ 
Ｄｉｓｐｌａｙ)、ＯＬＥＤ(Ｏｒｇａｎｉｃ Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｅｄ Ｄｉｏｄｅ) 
などで形成されることができる。さらに、表示パネルはタッチパネル上部又は下部に配置
されることができる。特に、本発明の表示パネルは通信サービスフォワーディング機能適
用に必要な多様な画面を出力することができる。前記多様な画面に対しては後述する図面
を参照してより詳しく説明する。
【００４８】
　前記タッチパネルは前記表示パネルの上下部のうち少なくとも１ヶ所に配置されてタッ
チ物体、例えばユーザ指接触によってタッチイベントを生成し、生成されたタッチイベン
トをコントローラー１６０へ伝達することができる。この際、タッチパネルを構成するセ
ンサーはマトリックス状に配列され、タッチパネル上で発生するタッチイベントに対して
当該位置情報とタッチイベントの種類に対する情報がコントローラー１６０へ伝達される
。特に、本発明のタッチパネルは通信サービスフォワーディング機能に該当する画面によ
ってセッティングされることができる。例えば、フォワーディンググループ情報２５１に
含まれた少なくとも一つの端末機に該当するアイコンやイメージが表示パネルに出力され
た場合、タッチパネルは該当のイメージやアイコン選択のためにセッティングされること
ができる。セッティングされたタッチパネルはユーザタッチによるタッチイベントを生成
してこれをコントローラー１６０へ伝達することができる。
【００４９】
　前記メモリー１５０は、本発明の実施形態による機能動作に必要なアプリケーションプ
ログラムを含み、前記表示部１４０操作のためのキーマップやメニューマップなどを記憶
することができる。ここでキーマップ、メニューマップはそれぞれ多様な形態となること
ができる。即ち、キーマップはキーボードマップや、３*４キーマップ、クワーティーキ
ーマップなどからなることができ、現在活性化されているアプリケーションプログラムの
操作制御のための制御キーマップとなることができる。また、メニューマップは現在活性
化されているアプリケーションプログラム操作制御のためのメニューマップとなることが
できる。このような前記メモリー１５０は大きくプログラム領域とデータ領域を含むこと
ができる。
【００５０】
　前記プログラム領域は、携帯端末機１００のブーティング及び上述した各構成の操作の
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ためのＯＳ(Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ)、多様なファイルを再生するためのアプ
リケーションプログラム、例えば、前記携帯端末機１００の通話機能サポートのためのア
プリケーションプログラム、インターネットサーバーに接続するためのウェブブラウザー
、その他音源を再生するためのＭＰ３アプリケーション、写真などを再生するためのイメ
ージ出力アプリケーションプログラム、動画再生アプリケーションプログラムなどを記憶
することができる。特に、本発明のプログラム領域はフォワーディングサポートプログラ
ム１５１を記憶することができる。
【００５１】
　前記フォワーディングサポートプログラム１５１は携帯端末機１００の通信サービスフ
ォワーディング機能をサポートするプログラムである。このようなフォワーディングサポ
ートプログラム１５１は携帯端末機１００の車両モード進入時のコントローラー１６０に
ロードされたり、車両モード進入後の通信サービス接続リクエストメッセージ受信時のコ
ントローラー１６０にロードされて本発明の通信サービスフォワーディング機能をサポー
トすることができる。これのためにフォワーディングサポートプログラム１５１は第２通
信部１７０の操作のためのルーチン、車両通信部２１０のリクエストに応じて識別情報を
提供するルーチン、フォワーディンググループ情報２５１を受信記憶するルーチン又は送
信端末機１０９から通信サービス接続リクエストメッセージ受信時のフォワーディンググ
ループ情報２５１を車両電子システム２００にリクエストして受信するルーチン、受信さ
れたフォワーディンググループ情報２５１を表示部１４０に出力するルーチンを含むこと
ができる。さらに、フォワーディングサポートプログラム１５１は、フォワーディンググ
ループ情報２５１のうちの選択されたフォワーディング端末機、例えば第２携帯端末機１
０２に通信サービス接続リクエストメッセージをフォワーディングするルーチン、第２携
帯端末機１０２のフォワーディング受諾時送信端末機１０９と第２携帯端末機１０２の間
で通信サービスフォワーディングを実行するルーチンを含むことができる。
【００５２】
　前記データ領域は携帯端末機１００の使用によって発生するデータが記憶される領域と
して、フォンブックデータ、ウィジェット機能による少なくとも一つのアイコン及び多様
なコンテンツを記憶することができる。また前記データ領域は前記タッチパネルを通じて
入力されるユーザ入力を記憶することができる。特に、前記データ領域はフォワーディン
グ設定情報１５３を記憶することができる。
【００５３】
　フォワーディング設定情報１５３は、ユーザによって事前定義されたフォワーディング
選択端末機情報になることができる。携帯端末機フォワーディング設定情報１５３は車両
モード進入過程で車両電子システム２００にフォワーディング設定情報１５３を提供する
ことができる。この際、携帯端末機フォワーディング設定情報１５３は第２携帯端末機１
０２を自動フォワーディング選択端末機と指定し、指定情報を車両電子システム２００に
フォワーディング設定情報として提供することができる。又は携帯端末機フォワーディン
グ設定情報１５３は車両電子システム２００からフォワーディンググループ情報２５１を
受信すると、受信されたフォワーディンググループ情報２５１に含まれた特定端末機を自
動フォワーディング選択端末機と指定するフォワーディング設定情報１５３を生成し、こ
れを車両電子システム２００にフィードバックすることができる。
【００５４】
　すると、車両電子システム２００はフォワーディング設定情報１５３を車両メモリー２
５０に記憶して第１携帯端末機１０１が通信サービスフォワーディング機能を実行する場
合、フォワーディング設定情報１５３に指定された第２携帯端末機で通信サービス接続リ
クエストメッセージフォワーディングを実行することができる。この過程で第１携帯端末
機１０１は別途のフォワーディンググループ情報２５１を出力せず通信サービスフォワー
ディング機能を実行するか否かに対する入力信号のみをユーザから受信することができる
。
【００５５】
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　さらに、第１携帯端末機１０１は当該入力信号受信時の通信サービス接続リクエストメ
ッセージを車両電子システム２００に提供し、車両電子システム２００は自動的に第２携
帯端末機１０２に通信サービス接続リクエストメッセージを伝達することができる。又は
第１携帯端末機１０１又は第１携帯端末機１０１からフォワーディング設定情報１５３を
受信する車両電子システム２００は前記フォワーディング設定情報１５３を移動通信シス
テム３００に提供することもできる。すると、移動通信システム３００は第１携帯端末機
１０１の車両モード進入又はフォワーディング機能活性化のための入力信号発生による信
号フィードバックによって送信端末機１０９の通信サービス接続リクエストメッセージを
第２携帯端末機１０２へ伝達するようにサポートすることができる。
【００５６】
　前記コントローラー１６０は、前記携帯端末機１００の各構成に電源供給を制御して初
期化過程を実行するようにサポートする。さらに、前記コントローラー１６０は本発明の
通信サービスフォワーディング機能適用に必要な多様な信号流れを制御することができる
。これのためにコントローラー１６０は図４に示されたような構成を含むことができる。
【００５７】
　図４は、本発明の携帯端末機フォワーディング設定情報１５３のコントローラー１６０
の構成をより詳しく示す図面である。
【００５８】
　図４を参照すれば、前記コントローラー１６０はフォワーディンググループ情報収集部
１６１、フォワーディンググループ情報出力部１６３、フォワーディングサポート部１６
５の構成を含むことができる。
【００５９】
　携帯端末機フォワーディングサポート部１６５は車両２０１内へ進入する場合、車両電
子システム２００に含まれた車両通信部２１０が放送するメッセージを受信することがで
きる。すると、コントローラー１６０は車両電子システム２００と通信チャンネルを形成
してユーザ制御により、或いは接続履歴によって自動的に車両電子システム２００に登録
を実行することができる。登録過程でコントローラー１６０は携帯端末機フォワーディン
グサポート部１６５の識別情報を車両電子システム２００に提供する。このような車両電
子システム２００は携帯端末機フォワーディングサポート部１６５に対してＡＰ(Ａｃｃ
ｅｓｓ Ｐｏｉｎｔ)役目を実行することができる。車両電子システム２００は携帯端末機
フォワーディングサポート部１６５から識別情報を受信すると、これに基づいてフォワー
ディンググループ情報２５１を生成することができる。一方、コントローラー１６０は車
両電子システム２００の登録が完了すると車両モード進入と判断し、それによる動作、例
えば車両モード進入を通知するインジケーターをインジケーター領域に出力するようにサ
ポートすることができる。
【００６０】
　前記フォワーディンググループ情報収集部１６１は、車両電子システム２００が生成し
たフォワーディンググループ情報２５１を収集する構成である。第１携帯端末機１０１の
フォワーディンググループ情報収集部１６１はシステム設計者の設計方式に応じて車両電
子システム２００がフォワーディンググループ情報２５１生成時の別途のイベント発生に
かかわらずフォワーディンググループ情報２５１を伝達する場合、これを受信してメモリ
ー１５０に記憶するように制御することができる。又はフォワーディンググループ情報収
集部１６１は送信端末機１０９から通信サービス接続リクエストメッセージを受信する時
点に車両電子システム２００にフォワーディンググループ情報２５１をリクエストして受
信することができる。第２携帯端末機１０２のフォワーディンググループ情報収集部１６
１は、車両電子システム２００に識別情報を提供し、それに対する応答でフォワーディン
ググループ情報２５１を受信したり、第１携帯端末機１０１から通信サービスフォワーデ
ィングが伝達される場合、第１携帯端末機１０１又は車両電子システム２００からフォワ
ーディンググループ情報２５１を受信することができる。これに基づいて第２携帯端末機
１０２は他の端末機、例えば第３携帯端末機１０３で自分が受信した通信サービスフォワ
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ーディングをさらにフォワーディングしたりフォワーディング拒絶を実行するようにサポ
ートする。
【００６１】
　前記フォワーディンググループ情報出力部１６３は、携帯端末機フォワーディングサポ
ート部１６５がフォワーディンググループ情報２５１を受信すると、これを表示部１４０
に出力するようにサポートする構成である。この際、フォワーディンググループ情報出力
部１６３は送信端末機１０９から通信サービス接続リクエストメッセージ受信による画面
出力と共にフォワーディンググループ情報２５１を出力することができる。フォワーディ
ンググループ情報出力に係る画面インターフェースに対して後述する図面を参照してより
詳しく説明する。
【００６２】
　前記フォワーディングサポート部１６５は、携帯端末機フォワーディングサポート部１
６５の通信サービスフォワーディング機能をサポートする構成である。ユーザがフォワー
ディンググループ情報２５１が出力された状態で特定携帯端末機に対応するリンク項目を
選択する場合、フォワーディングサポート部１６５は当該項目にリンクされた情報、例え
ば第２携帯端末機１０２と通信接続を実行するための情報を収集し、これに基づいて通信
サービス接続リクエストメッセージを第２携帯端末機１０２へ伝達するようにサポートす
ることができる。この際、フォワーディングサポート部１６５は車両通信部２１０との通
信チャンネルを形成する第２通信部１７０に基づいて通信サービス接続リクエストメッセ
ージをフォワーディングするように制御することができる。第２携帯端末機１０２のフォ
ワーディングサポート部１６５は車両通信部２１０を通じて伝達された通信サービス接続
リクエストメッセージ受信時にこれを表示部１４０に出力するようにサポートすることが
できる。さらに、第２携帯端末機１０２のフォワーディングサポート部１６５はユーザが
フォワーディングを受諾する場合、フォワーディング受諾メッセージを車両通信部２１０
を通じて第１携帯端末機１０１へ伝達することができる。第１携帯端末機１０１のフォワ
ーディングサポート部１６５は車両通信部２１０を通じて受信されたフォワーディング受
諾メッセージを確認し、送信端末機１０９との通信サービス接続を実行するが、送信端末
機１０９と送受信されるデータを車両通信部２１０を通じて第２携帯端末機１０２にフォ
ワーディングするように制御することができる。又はフォワーディングサポート部１６５
は移動通信システム３００に第２携帯端末機１０２へのフォワーディング情報、例えば第
２携帯端末機１０２の電話番号を提供して送信端末機１０９と第２携帯端末機１０２が相
互通信サービスを実行するようにサポートすることができる。
【００６３】
　図５は、本発明の実施形態による携帯端末機フォワーディングサポート部１６５の画面
インターフェースの一例を示す図面である。以下の説明では通信サービスのうち通話サー
ビスを基準とする画面インターフェースを、例を挙げて説明する。
【００６４】
第１携帯端末機１０１は送信端末機１０９から通話サービス接続リクエストメッセージを
受信することができる。すると、第１携帯端末機１０１は５０１画面のように通話サービ
ス接続リクエストメッセージ受信による画面を出力することができる。この際、第１携帯
端末機１０１は送信端末機１０９がフォンブックに記憶された項目に対応するフォンブッ
クに記憶された送信端末機１０９に対応する写真情報を呼び出してこれを表示部１４０に
出力するようにサポートすることができる。写真情報がない場合、第１携帯端末機１０１
は送信端末機１０９に対応する電話番号情報や名前情報を表示部１４０に出力するように
サポートすることができる。
【００６５】
また第１携帯端末機１０１はフォワーディンググループ情報２５１を受信し、これを図５
の５０１画面に示されたように出力することができる。ここでフォワーディンググループ
情報２５１は第２携帯端末機１０２に該当する情報“ｗｉｆｅ”と第３携帯端末機１０３
に該当する情報“Ｔｏｍ”を含むことができる。これによって表示部１４０は第２携帯端
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末機１０２及び第３携帯端末機１０３に対応する第１リンク項目５１及び第２リンク項目
５２を出力することができる。特に、第１携帯端末機１０１はフォワーディンググループ
情報２５１に含まれた写真又はイメージ情報に基づいて第１リンク項目５１及び第２リン
ク項目５２を構成することができる。ここで第１携帯端末機１０１は写真又はイメージ情
報がない場合、第１リンク項目５１及び第２リンク項目５２を各携帯端末機の電話番号や
名前情報で取り替えて出力するようにサポートすることができる。
【００６６】
　一方、第１携帯端末機１０１のユーザは第１リンク項目５１及び第２リンク項目５２の
うちの何れか１つの項目をフォワーディング選択端末機と指定する入力信号を生成するこ
とができる。ここで表示部１４０がタッチスクリーン機能をサポートする場合、ユーザは
表示部１４０に出力された第２携帯端末機１０２に対応する第１リンク項目５１をタッチ
する入力信号を生成することができる。すると、第１携帯端末機１０１は通話サービスフ
ォワーディング中であることを示す画面を５０３画面のように出力するようにサポートす
ることができる。この過程の間、第１携帯端末機１０１は通話サービス接続リクエストメ
ッセージを第２携帯端末機１０２へ伝達することができる。さらに、第１携帯端末機１０
１は通話サービスフォワーディングに係るデータ送受信をバックグラウンドプロセッシン
グで進行させることができる。この際、第１携帯端末機１０１は以前画面復帰を実行せず
通話サービスフォワーディング中であることを指示する５０３画面を維持してから、当該
通話サービスが終了する時点に以前画面復帰を実行するように制御することができる。
【００６７】
一方、第１携帯端末機１０１は第２携帯端末機１０２が通話サービス接続リクエストメッ
セージに対するフォワーディング受諾メッセージを返信する場合、通話サービスフォワー
ディング受諾に該当する画面を出力することができる。さらに、第１携帯端末機１０１は
以前に表示部１４０に出力された画面へ復帰するように制御することができる。
【００６８】
以前画面への復帰はシステム設計方式に応じて変わることができるのに、例えば通話サー
ビスフォワーディング機能及び通話サービス関連データ送受信が車両通信部２１０を通じ
て実行される場合、第１携帯端末機１０１は通話サービス終了時まで５０３画面出力を維
持することができる。一方、通話サービスフォワーディング過程で第２携帯端末機１０２
が通話サービスフォワーディング受諾以後の第１携帯端末機１０１及び車両電子システム
２００を排除して送信端末機１０９と直接的に通話サービスを操作する場合、第１携帯端
末機１０１は通話フォワーディング完了以後の以前画面復帰を実行することができる。
【００６９】
　追加で第１携帯端末機１０１は車両２０１内に位置して車両電子システム２００に登録
を実行することによって車両モードに進入する場合、車両モードなのを指示する車両モー
ドインジケーター１４１を画面の一側又はインジケーター領域に出力することができる。
【００７０】
これによってユーザは現在第１携帯端末機１０１が車両モードとして操作されていること
を容易に認知することができ、これによって通信サービスはフォワーディングされる。
【００７１】
　図６は、本発明の他の実施形態による携帯端末機１００の画面のインターフェースの一
例を示す図面である。
【００７２】
　第１携帯端末機１０１は送信端末機１０９から通話サービス接続リクエストメッセージ
を受信することができる。すると、第１携帯端末機１０１は５０１画面のように類似に６
０１画面のように通話サービス接続リクエストメッセージ受信による画面を出力すること
ができる。また、第１携帯端末機１０１は車両電子システム２００から受信されたフォワ
ーディンググループ情報２５１を図６の６０１画面に示されたように出力することができ
る。これによって第１携帯端末機１０１は第１リンク項目５１と第２リンク項目５２が画
面一側に出力された通話サービス接続リクエスト画面を出力することができる。
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【００７３】
　一方、第１携帯端末機１０１は６０１画面を一定時間の間の表示部１４０に出力した後
、一定時間が経過すると６０３画面を出力することができる。この際、第１携帯端末機１
０１はメモリー１５０に記憶されたフォワーディング設定情報１５３を確認して自動的に
フォワーディング選択端末機、例えば第２携帯端末機１０２を指定し、第２携帯端末機１
０２への通話サービスフォワーディングを実行するように制御することができる。この際
、第１携帯端末機１０１は６０１画面のように第２携帯端末機１０２がフォワーディング
選択端末機に指定されたことをユーザが認識するようにハイライトなどの表示を実行する
ことができる。ここで第１携帯端末機１０１は６０１画面及び６０３画面の出力過程無し
にバックグラウンドプロセッシングを通じて送信端末機１０９から通話サービス接続リク
エストメッセージ受信時のフォワーディンググループ情報２５１として登録された第２携
帯端末機１０２に自動的に通話サービス接続リクエストメッセージをフォワーディングす
るように制御することもできる。ここで第２携帯端末機１０２は車両２０１内に位置して
車両電子システム２００によってフォワーディンググループ情報２５１として登録された
端末機となることができる。又は第２携帯端末機１０２は車両２０１内に位置せず第１携
帯端末機１０１が指定した特定場所の端末機となることができる。すると、第２携帯端末
機１０２は送信端末機１０９と通話を実行して通話内容をメッセージなどで第１携帯端末
機１０１へ伝達することによってユーザが直接通話を実行することによる運転邪魔要素を
除去するようにサポートすることができる。この過程で第１携帯端末機１０１は第２携帯
端末機１０２にフォワーディングされていることを送信端末機１０９に通知することによ
って送信端末機１０９ユーザがフォワーディング中であることを認知した状態で第２携帯
端末機１０２と通話チャンネルを形成するようにサポートすることができる。
【００７４】
一方、６０１画面で第１携帯端末機１０１ユーザは一定時間が経過する前に特定端末機へ
のフォワーディング機能を制御することができる。即ち、第１携帯端末機１０１ユーザは
通話サービス接続リクエストメッセージ受信時の送信端末機１０９を確認し、当該通話サ
ービス接続リクエストメッセージを第３携帯端末機１０３にフォワーディングするように
制御することができる。これのために第１携帯端末機１０１ユーザは第３携帯端末機１０
３に該当する第２リンク項目５２を選択する入力信号を選択することができる。すると、
第１携帯端末機１０１の表示部１４０は第３携帯端末機１０３ユーザである“Ｔｏｍ”に
通話サービスフォワーディング中であることを通知する画面を６０５画面のように出力す
ることができる。
【００７５】
通話フォワーディングが完了すると、第１携帯端末機１０１は６０７画面のように以前画
面復帰を実行することができる。ここで６０７画面は第１携帯端末機１０１が以前に地図
情報を表示部１４０に出力して確認したことを仮定して示したものである。これによって
第１携帯端末機１０１ユーザは通話サービス接続リクエストメッセージが受信されても別
の邪魔無しに地図情報を確認して目標とする地点で安全に移動するように運転することが
できる。
【００７６】
　追加で通信サービスをフォワーディングするように選択された第２携帯端末機１０２又
は第３携帯端末機１０３は先立って言及したようにフォワーディンググループ情報２５１
を画面に出力することができ、また通信サービスフォワーディングを通知する画面を出力
することができる。これによって第２携帯端末機１０２又は第３携帯端末機１０３は通信
サービスフォワーディングを受諾したり他の端末機で当該通信サービスフォワーディング
をさらにフォワーディングするように制御することができる。
【００７７】
　上述したように、本発明の通信サービスフォワーディング機能はドライバーが運転に集
中するように車両２０１内に位置する場合、自動的に車両モード進入を実行し、車両モー
ドに基づいてユーザが予め設定したり、選択したフォワーディング選択端末機で通信サー
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ビスがフォワーディングされるようにサポートすることができる。一方、本発明の通信サ
ービスフォワーディング機能はユーザが車両モードを解除したり又は移動端末が車両２０
１から一定距離以上離隔されて車両通信部２１０の通信距離を外れる場合、自動的に解除
されることができる。これによって本発明の携帯端末機１００は通信サービスフォワーデ
ィング機能が解除されて一般通信サービス機能によるサービスサポートを実行するように
サポートする。
【００７８】
　以上では、本発明の実施形態による通信サービスフォワーディング機能サポートのため
のシステム及び携帯端末機の構成と機能に対して説明した。以下では本発明の通信サービ
スフォワーディング機能サポートのための多様な方法に対して図面を参照してより詳しく
説明する。
【００７９】
　図７は、本発明の実施形態による通信サービスフォワーディング機能サポートのための
携帯端末機操作方法を説明するためのフローチャートであり、特に送信端末機１０９から
通信サービス接続リクエストメッセージを最初受信する第１携帯端末機１０１の操作方法
を説明するためのフローチャートである。
【００８０】
　図７を参照すれば、本発明の携帯端末機操作方法は第１携帯端末機１０１のコントロー
ラー１６０が７０１段階で電源部から電源が供給されて各構成の操作に必要な電源分配を
実行することができる。
【００８１】
　以後、第１携帯端末機１０１は７０３段階で車両モードへ進入するか否かを確認するこ
とができる。これのために第１携帯端末機１０１は車両通信部２１０の通信可能範囲以内
に位置して車両通信部２１０に登録を実行することができる。この際、車両通信部２１０
は第１携帯端末機１０１に対してＡＰ役目を実行することができる。車両通信部２１０と
通信チャンネルを形成すると、第１携帯端末機１０１は識別情報を車両通信部２１０を通
じて車両電子システム２００に提供することができる。一方、第１携帯端末機１０１は車
両通信部２１０登録が完了されると、これを車両モード進入で決定することができる。こ
の際、第１携帯端末機１０１は車両モード進入するか否かを問うポップアップウインドー
を表示部１４０に出力し、ユーザ選択によって車両モード進入を取り消したり進入しない
ように制御することもできる。
【００８２】
　７０３段階で第１携帯端末機１０１は、車両モード進入が実行されない場合、７０５段
階に分岐してユーザ入力による端末機機能サポートを実行することができる。例えば、第
１携帯端末機１０１は入力部１２０又は入力機能の表示部１４０から入力される入力信号
によって、ナビゲーション機能、ファイル検索機能、ファイル再生機能、放送受信機能な
ど特定ユーザ機能実行をサポートすることができる。
【００８３】
　一方、７０３段階で車両モード進入が実行される場合、第１携帯端末機１０１は７０７
 段階に分岐して車両電子システム２００からフォワーディンググループ情報２５１を受
信することができる。これのために車両電子システム２００は車両２０１内の位置する携
帯端末機の識別情報を登録過程で収集し、これに基づいてフォワーディンググループ情報
２５１を生成することができる。一方、第１携帯端末機１０１のフォワーディンググルー
プ情報２５１受信過程は後述する７０９段階以後に実行されてもよい。
【００８４】
次に７０９段階で第１携帯端末機１０１は送信端末機１０９から通信サービス接続リクエ
ストメッセージ受信するか否かを確認することができる。これのために送信端末機１０９
は移動通信システム３００を通じて第１携帯端末機１０１に通信サービス接続リクエスト
メッセージ送信を実行する。第１携帯端末機１０１は別途の通信サービス接続リクエスト
メッセージ受信がない場合、車両モード状態を維持しながらユーザ入力によるユーザ機能
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実行をサポートすることができる。
【００８５】
第１携帯端末機１０１は７０９段階で送信端末機１０９から通信サービス接続リクエスト
メッセージを受信する場合、通信サービス接続リクエストメッセージ受信による画面を表
示部１４０に出力することができる。この際、第１携帯端末機１０１はフォワーディング
グループ情報２５１を表示部１４０に共に出力することができる。さらに、第１携帯端末
機１０１は７１１段階に分岐して通信サービスフォワーディング機能の自動モード設定す
るか否かを確認することができる。ここで通信サービスフォワーディング機能の自動モー
ドはフォワーディングしようとする端末機の選択過程無しに予め設定された特定携帯端末
機で通信サービスをフォワーディングするモードである。上述した自動モードが設定され
ていない場合、第１携帯端末機１０１は７１３段階に分岐してユーザが選択したフォワー
ディング端末機で通信サービス接続リクエストメッセージを伝達する。この際、ユーザは
表示部１４０に出力されたフォワーディンググループ情報２５１で特定端末機をフォワー
ディング選択端末機と指定することができる。
【００８６】
　一方、７１１段階で自動モードが選択されても第１携帯端末機１０１は７１５段階に分
岐してフォワーディング端末機選択のための入力信号が発生するか否かを確認することが
できる。この段階で特定フォワーディング端末機選択がなる場合、７１３段階に分岐する
ことができる。これのために第１携帯端末機１０１はフォワーディング端末機選択のため
の一定時間を待機することができる。さらに、第１携帯端末機１０１は自動的に通信サー
ビスフォワーディングを実行する端末機に対する情報を表示部１４０に出力することがで
きる。
【００８７】
　７１５段階で別途のフォワーディング端末機選択がない場合、第１携帯端末機１０１は
 ７１７段階に分岐してフォワーディング設定情報１５３に事前設定されたフォワーディ
ング選択端末機、例えば第２携帯端末機１０２で通信サービスフォワーディングを自動実
行するように制御することができる。ここで第２携帯端末機１０２は前記車両電子システ
ム２００によって生成されたフォワーディンググループ情報２５１に属する端末機となる
ことができる。又は第２携帯端末機１０２は第１携帯端末機１０１のユーザが任意に入力
した端末機となることができる。
【００８８】
　これによって第１携帯端末機１０１は運転中に受信された通信サービス接続リクエスト
メッセージを他の携帯端末機にフォワーディングすることによってドライバーが運転によ
り集中するようにサポートする。また、第１携帯端末機１０１は所持者が運転中ではなく
ても所持者の必要によって車両２０１内で他の携帯端末機で通信サービスフォワーディン
グをより容易に実行するようにサポートする。
【００８９】
　図８は、本発明の第１実施形態による通信サービスフォワーディング方法を説明するた
めのフローチャートである。以下の説明では通信サービス中で通話サービスを代表として
説明する。
【００９０】
　図８を参照すれば、本発明の通信サービスフォワーディング方法は、先ず８０１段階で
携帯端末機１０１、１０２、１０３が車両通信部２１０の通信可能範囲、例えば車両２０
１内で車両電子システム２００と通信を実行して車両通信部２１０に登録を実行すること
ができる。この際、携帯端末機１０１、１０２、１０３は車両通信部２１０のＳＳＩＤ検
索を実行し、保安設定された場合、認証過程を実行して保安設定されない場合、別途の認
証過程実行無しに車両通信部２１０に登録されることができる。
【００９１】
　携帯端末機１０１、１０２、１０３が車両電子システム２００に登録されると、車両電
子システム２００は８０３段階で各携帯端末機１０１、１０２、１０３に通信サービスフ
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ォワーディングのための識別情報をリクエストすることができる。すると、各携帯端末機
１０１、１０２、１０３は８０５段階でそれぞれの識別情報を車両電子システム２００に
提供する。ここで識別情報は端末機ＩＤ、電話番号、名前、写真情報などを含むことがで
きる。各携帯端末機１０１、１０２、１０３から識別情報を収集した車両電子システム２
００は、収集された識別情報を統合してフォワーディンググループ情報２５１を生成する
ことができる。
【００９２】
　一方、８０７段階で送信端末機１０９は移動通信システム３００に第１携帯端末機１０
１と通話接続をリクエストすることができる。すると、移動通信システム３００は８０９
段階で通話サービス接続リクエストに該当するメッセージを第１携帯端末機１０１に送信
するように制御することができる。これのために移動通信システム３００は第１携帯端末
機１０１が位置している基地局を検索して当該基地局に通話サービス接続リクエストメッ
セージを第１携帯端末機１０１に送信するように制御することができる。
【００９３】
　通話サービス接続リクエストメッセージを受信した第１携帯端末機１０１は８１１段階
でフォワーディンググループ情報２５１を車両電子システム２００にリクエストすること
ができる。フォワーディンググループ情報２５１提供段階は車両電子システム２００がフ
ォワーディンググループ情報２５１の生成直後の段階に調整されることができ、別途の携
帯端末機１０１、１０２、１０３のリクエスト無しに車両２０１内に登録された各携帯端
末機１０１、１０２、１０３へ伝達することができる。すると、各携帯端末機１０１、１
０２、１０３は車両２０１内に位置する間のフォワーディンググループ情報２５１をメモ
リーに記憶管理することができる。
【００９４】
　一方、フォワーディンググループ情報２５１のリクエスト信号を受信した車両電子シス
テム２００は８１３段階でフォワーディンググループ情報２５１を第１携帯端末機１０１
に提供することができる。すると、第１携帯端末機１０１は受信されたフォワーディング
グループ情報２５１と通話サービス接続リクエストメッセージ受信による画面インターフ
ェースを表示部１４０に出力するようにサポートすることができる。これによって第１携
帯端末機１０１ユーザは現在送信端末機１０９から通話サービス接続がリクエストされた
状態であり、第２携帯端末機１０２及び第３携帯端末機１０３への通話サービスフォワー
ディングが可能な状態なのを認知することができる。以後、第１携帯端末機１０１ユーザ
は、特定端末機例えば第２携帯端末機１０２をフォワーディング選択端末機と指定する入
力信号を生成することができる。すると、前記生成された入力信号、即ち、フォワーディ
ング選択端末機の指定信号は８１５段階で車両電子システム２００へ伝達されることがで
きる。
【００９５】
　フォワーディング選択端末機指定信号を受信する車両電子システム２００は８１７段階
で指定された第２携帯端末機１０２に通話サービスフォワーディング受諾するか否かを問
うメッセージを伝達することができる。すると、第２携帯端末機１０２は通話サービスフ
ォワーディング受諾するか否かに関する画面インターフェースを表示部に出力することが
できる。これによって第２携帯端末機１０２のユーザは現在第１携帯端末機１０１が通話
サービスフォワーディングを指示したことを認知することができる。この際、第２携帯端
末機１０２はフォワーディンググループ情報２５１を共に表示部１４０に出力することに
よってユーザが受信された通話サービスフォワーディングを他の携帯端末機、例えば第３
携帯端末機１０３にさらにフォワーディングすることができるようにサポートすることが
できる。
【００９６】
　第２携帯端末機１０２ユーザが通話サービスフォワーディングを受諾する場合、第２携
帯端末機１０２は通話サービスフォワーディング受諾メッセージを８１９段階で車両電子
システム２００を経て第１携帯端末機１０１へ伝達することができる。すると、第１携帯
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端末機１０１は８２１段階で第２携帯端末機１０２に通話サービスフォワーディングが実
行されたことを通知するアラームメッセージを移動通信システム３００へ伝達することが
できる。
【００９７】
すると、移動通信システム３００は８２３段階でアラームメッセージを送信端末機１０９
へ伝達すると共に、送信端末機１０９の通話接続のための通信チャンネル形成をサポート
することができる。
【００９８】
これによって送信端末機１０９、移動通信システム３００、第１携帯端末機１０１、車両
電子システム２００、第２携帯端末機１０２を含む通信経路が形成され、前記通信経路を
通じて第２携帯端末機１０２と送信端末機１０９の間の通話サービスがサポートされるこ
とができる。これをより詳しく説明すれば、８２５段階で送信端末機１０９が第１音声信
号を移動通信システム３００へ伝達すると、８２７段階で移動通信システム３００が第１
音声信号を第１携帯端末機１０１へ伝達し、８２９段階で第１携帯端末機１０１が第１音
声信号を車両電子システム２００へ伝達した後、８３１段階で車両電子システム２００が
第１音声信号を第２携帯端末機１０２へ伝達する送信端末機１０９の音声信号伝達過程が
実行される。一方、第２携帯端末機１０２の音声信号伝達過程は第２携帯端末機１０２が
第２音声信号を車両電子システム２００へ伝達する８３２段階、車両電子システム２００
が第２音声信号を第１携帯端末機１０１へ伝達する８３５段階、第１携帯端末機１０１が
第２音声信号を移動通信システム３００へ伝達する８３７段階、移動通信システム３００
が第２音声信号を送信端末機１０９へ伝達する８３９段階を含むことができる。
【００９９】
図９は、本発明の第２実施形態による通信サービスフォワーディング方法を説明するため
のフローチャートである。以下の説明では通信サービスフォワーディングのうち通話サー
ビスフォワーディングを代表として説明する。
【０１００】
一方、説明に先立って、９０１段階、９０３段階、９０５段階は前述した８０１段階、８
０３段階及び８０５段階と類似に具現されることによってそれに関する詳細な説明は省略
する。
【０１０１】
　図９を参照すれば、本発明の第２実施形態による車両に基づく通話フォワーディング方
法は９０７段階で車両電子システム２００が携帯端末機１０１、１０２、１０３から受信
された識別情報に基づいてフォワーディンググループ情報２５１を生成し、生成されたフ
ォワーディンググループ情報２５１を移動通信システム３００に提供することができる。
これのために車両電子システム２００は移動通信システム３００と通信することができる
通信モジュールを含むことができる。ここでフォワーディンググループ情報２５１に通信
サービス接続リクエストメッセージを他の携帯端末機で自動フォワーディングされるよう
に設定するフォワーディング設定情報が含まれた場合、本発明の通信サービスフォワーデ
ィング方法は以下過程のうち一部過程を省略して自動フォワーディングと設定されたフォ
ワーディング端末機と送信端末機１０９の間の通信チャンネル形成をサポートすることが
できる。この際、移動通信システム３００は送信端末機１０９に通信サービス接続リクエ
ストによる通信サービス接続リクエストメッセージが受信されたことを第１携帯端末機１
０１に通知することができる。また移動通信システム３００は送信端末機１０９に第１携
帯端末機１０１が車両モードであることを通知し、フォワーディング端末機に指定された
第２携帯端末機１０２へ該当の通信サービス接続リクエストメッセージを伝達したことを
通知することができる。以後、第２携帯端末機１０２及び送信端末機１０９が全て通信サ
ービス接続を受諾した場合、移動通信システム３００は第２携帯端末機１０２と送信端末
機１０９の間の通信チャンネル形成をサポートすることができる。
【０１０２】
　一方、送信端末機１０９は９０９段階で第１携帯端末機１０１との通話サービス接続を



(24) JP 2014-531156 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

移動通信システム３００にリクエストすることができる。これのために送信端末機１０９
は第１携帯端末機１０１の電話番号を入力して当該電話番号に基づいて通話をかけるのを
実行することができる。
【０１０３】
　第１携帯端末機１０１との通話サービス接続がリクエストされた移動通信システム３０
０は９１１段階で通話サービス接続リクエストメッセージとフォワーディンググループ情
報２５１を第１携帯端末機１０１へ伝達する。
【０１０４】
　通話サービス接続リクエストメッセージ及びフォワーディンググループ情報２５１を受
信した第１携帯端末機１０１は受信された通話サービス接続リクエストメッセージ及びフ
ォワーディンググループ情報２５１を表示部１４０に出力するようにサポートすることが
できる。すると、第１携帯端末機１０１ユーザは通話サービス接続リクエストを受信した
ことを認知して他の携帯端末機、例えば第２携帯端末機１０２をフォワーディンググルー
プ情報２５１うちに選択してフォワーディング端末機として指定する入力信号を生成する
ことができる。これによって第１携帯端末機１０１は９１３段階で通話サービスフォワー
ディングのためのフォワーディング端末機として第２携帯端末機１０２を指定した指定信
号を車両電子システム２００に提供することができる。
【０１０５】
　フォワーディング端末機指定信号を第１携帯端末機１０１から受信した車両電子システ
ム２００は、９１５段階でフォワーディング端末機指定信号と指目された第２携帯端末機
１０２に通話サービスフォワーディングを受諾するか否かのメッセージを伝達することが
できる。すると、通話サービスフォワーディングを受諾するか否かのメッセージを受信し
た第２携帯端末機１０２は当該メッセージ受信を表示部に出力してフォワーディングする
か否かを第２携帯端末機１０２のユーザに確認されることができる。この際、ユーザがフ
ォワーディングを受諾する場合、第２携帯端末機１０２は９１７段階で通話サービスフォ
ワーディング受諾メッセージを車両電子システム２００へ伝達するように制御することが
できる。
【０１０６】
　通話サービスフォワーディング受諾メッセージを受信する車両電子システム２００は 
、９１９段階でこのメッセージを第１携帯端末機１０１へ伝達し、次いで第１携帯端末機
１０１は９２１段階で第２携帯端末機１０２でフォワーディングされたことを通知するア
ラームメッセージを移動通信システム３００へ伝達することができる。移動通信システム
３００は９２３段階で通話サービスフォワーディングによる第２携帯端末機１０２との通
話を受諾するか否かのメッセージを送信端末機１０９へ伝達し、送信端末機１０９がこれ
を受諾する場合、９２５段階で送信端末機１０９は第２携帯端末機１０２との通話受諾メ
ッセージを移動通信システム３００へ伝達することができる。以後、移動通信システム３
００は９２７段階で送信端末機１０９の通話受諾を第１携帯端末機１０１へ伝達した後、
９２９段階で送信端末機１０９と第２携帯端末機１０２の間の通話チャンネル形成をサポ
ートすることができる。
【０１０７】
　前述したように本発明の通信サービスフォワーディング方法は、通信サービスフォワー
ディングによって送信端末機１０９と移動通信システム３００及び第２携帯端末機１０２
を含む通信経路に基づいて通信サービスが実行されることができる。これをより詳しく説
明すれば、送信端末機１０９の音声信号送信過程は送信端末機１０９が第１音声信号を移
動通信システム３００へ送信する９３１段階、移動通信システム３００が第１音声信号を
第２携帯端末機１０２へ伝達する９３３段階を含むことができる。また第２携帯端末機１
０２の音声信号送信過程は第２携帯端末機１０２が第２音声信号を移動通信システム３０
０へ伝達する９３５段階、移動通信システム３００が第２音声信号を送信端末機１０９へ
伝達する９３７段階を含むことができる。
【０１０８】
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　上述したように本発明の実施形態による通信サービスフォワーディング方法は、第１携
帯端末機１０１が車両２０１内に位置して車両モードに進入する場合、第１携帯端末機１
０１に受信された通信サービス、例えば通話接続リクエストを他の携帯端末機にフォワー
ディングすることができるようにサポートすることによって、第１携帯端末機１０１を所
持したドライバーが運転により集中するようにサポートする。これによって本発明の方法
は車両２０１安全運転を達成するようにサポートすることができる。
【０１０９】
　ここで本発明の通信サービスフォワーディング方法は通話サービスを基準で説明したが
本発明がここに限定されるものではない。即ち、本発明の通信サービスフォワーディング
方法は短文メッセージ又はマルチメディアメッセージ、電子メールやＳＮＳメッセージの
受信に対してもフォワーディング機能をサポートすることができる。これのために第１携
帯端末機１０１は当該メッセージサービスによるメッセージ受信前にこれを他の携帯端末
機にフォワーディングするかを確認するためにフォワーディンググループ情報２５１を含
む画面インターフェースを表示部に出力することができる。
【０１１０】
　又は第１携帯端末機１０１は、車両モード進入時の自動的に当該メッセージをフォワー
ディング設定情報１５３によって他の携帯端末機にフォワーディングするようにサポート
することができる。これのために第１携帯端末機１０１は車両モード進入過程でフォワー
ディング設定情報１５３を確認して上述したメッセージをデフォルトで何の端末機でフォ
ワーディングするかを設定することができる。この過程で第１携帯端末機１０１ ユーザ
は第１携帯端末機１０１を用いてフォワーディング設定情報１５３を構成することができ
、また車両電子システム２００を直接操作してフォワーディング設定情報１５３を構成す
ることもできる。この際、当該通信サービスをフォワーディングされる他の携帯端末機は
車両２０１内に位置してフォワーディンググループ情報２５１に属した端末機とか第１携
帯端末機１０１ユーザが任意と指定した特定場所の特定端末機となることができる。
【０１１１】
　一方、上述した方法説明では第２携帯端末機１０２が通話サービスフォワーディングを
すぐ受諾することを例として説明したが、第２携帯端末機１０２さらに通話サービスフォ
ワーディングをさらに他の携帯端末機、例えば第３携帯端末機１０３にフォワーディング
してもよい。これのために第２携帯端末機１０２は通話サービスフォワーディングを受諾
するか否かを問うメッセージ受信時のフォワーディンググループ情報２５１を第１携帯端
末機１０１又は車両電子システム２００から受信し、これを表示部に出力することができ
る。第２携帯端末機１０２が第３携帯端末機１０３に通話サービスフォワーディングをさ
らにフォワーディングして第３携帯端末機１０３がこれを受諾した場合、通信経路は送信
端末機１０９、移動通信システム３００、第１携帯端末機１０１、車両電子システム２０
０、第３携帯端末機１０３を含む経路で構成されることができる。或いは通信経路は送信
端末機１０９、移動通信システム３００及び第３携帯端末機１０３を含む経路で構成され
ることができる。
【０１１２】
上述した携帯端末機１００はその提供形態に近距離通信のための近距離通信モジュール、
被写体の静止画像／動画を撮影するためのカメラモジュール、前記携帯端末機１００の有
線通信方式又は無線通信方式によるデータ送受信のためのインターフェース、インターネ
ットネットワークと通信してインターネット機能を実行するインターネット通信モジュー
ル及びデジタル放送受信と再生機能を実行するデジタル放送モジュールなどのように前記
で言及されない構成を含むこともできる。このような構成要素はデジタル機器のコンバー
ジェンス(ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ)趨勢によって変形が非常に多様であらゆる列挙するこ
とはできないが、前記言及された構成要素と同等な水準の構成要素が前記携帯端末機１０
０に追加でさらに含まれて構成されることができる。また本発明の携帯端末機１００はそ
の提供形態によって上記構成で特定構成が除外されたり他の構成で取り替えられることは
勿論である。これは本技術分野の通常の知識を有する者には容易に理解されることができ
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るでしょう。
【０１１３】
また本発明の実施形態による前記携帯端末機１００は通信サービスフォワーディング機能
をサポートするすべての形態のデバイスを含むことができる。例えば、前記携帯端末機１
００は多様な通信システムに対応される通信プロトコル(ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌｓ)に基づいて動作する全ての移動通信端末機(ｍｏｂｉｌｅ ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ ｔｅｒｍｉｎａｌｓ)を含めて、ＰＭＰ(Ｐｏｒｔａｂｌｅ Ｍｕｌｔｉ
ｍｅｄｉａ Ｐｌａｙｅｒ)、デジタル放送プレーヤー、ＰＤＡ(Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇ
ｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ)、音楽再生機(例えば、ＭＰ３プレーヤー)、携帯ゲーム端
末、スマートフォン(Ｓｍａｒｔ Ｐｈｏｎｅ)、ノート・ブック(Ｎｏｔｅｂｏｏｋ)及び
ハンドヘルドＰＣなどすべての情報通信機器とマルチメディア機器及びそれに対する応用
機器を含むことができる。
【０１１４】
　以上、本発明をいくつかの好ましい実施例を使用して説明したが、これら実施形態は例
示的なもので限定的なものではない。このように、本発明が属する技術分野で通常の知識
を有する者であれば本発明の思想と添付の特許請求範囲に提示された権利範囲から外れな
く、かつ均等論によって多様な変化及び修正を加えることができることを理解するでしょ
う。
【符号の説明】
【０１１５】
１００　携帯端末機
１０１　第１携帯端末機
１０２　第２携帯端末機
１０３　第３携帯端末機
１０９　送信端末機
１０９　フォワーディング受諾時送信端末機
１１０　第１通信部
１２０　入力部
１３０　オーディオ処理部
１４０　表示部
１４１　車両モードインジケーター
１５０　メモリー
１５１　フォワーディングサポートプログラム
１５３　フォワーディング設定情報
１６０　コントローラー
１６１　フォワーディンググループ情報収集部
１６３　フォワーディンググループ情報出力部
１６５　フォワーディングサポート部
１７０　第２通信部
２００　車両電子システム
２０１　車両
２１０　車両通信部
２２０　車両入力部
２５０　車両メモリー
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